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証券コード　9914
平成27年６月４日

株　主　各　位
仙台市若林区卸町三丁目７番地の５

株式会社 植 松 商 会
代表取締役社長 植 松 　 誠 一 郎

第61回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第61回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月18日（木曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年６月19日（金曜日）午前10時

２．場 所 仙台市青葉区中央四丁目６番１号

仙台国際ホテル　４階広瀬の間

昨年と同じホテルですが、階及び会場が異なります
ので、お間違えのないようお願い申しあげます。

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第61期（平成26年３月21日から平成27年３月20日まで）事業

報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

　第１号議案

　第２号議案

　第３号議案

　第４号議案

剰余金処分の件

取締役４名選任の件

監査役１名選任の件

役員賞与支給の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告並びに計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.uem-net.co.jp）に
掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成26年３月21日から
平成27年３月20日まで）

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策と日銀の金融緩和策

を背景に、企業業績に改善が見られ、株価の上昇基調や雇用情勢の好転に

も波及したものとなり、景気は緩やかな回復傾向が見られました。一方で

は、消費税増税後の反動減による個人消費の低迷の持続や、円安の進行に

より物価の上昇をまねき、実質所得を減少させたことも相俟って、先行き

は依然として不透明な状況が続いております。

　当社が属する機械工具業界におきましては、工作機械の需要増及び自動

車産業の外需向け製品の需要が好調と、堅調に推移いたしましたが、当社

の営業基盤であります東北地方においては、自動車、情報通信機械などの

生産水準の低下などにより、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の中で当社は、「お客様第一」を基本姿勢に、組織の活

性化及び営業の効率化等を行い、新規・深耕とユーザーニーズに応えるべ

く、積極的な提案営業に努めてまいりました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は60億２千万円（前期比2.6％減）とな

りました。売上高を分類別に見ますと、工具14億３千６百万円（前期比

0.7％増）、その他５億４千万円（前期比2.7％増）が増加となりましたが、

機械６億５千５百万円（前期比16.2％減）、産機27億７千４百万円（前期

比1.7％減）、伝導機器６億１千３百万円（前期比1.9％減）で減少となり

ました。

　利益につきましては、売上高の減少をカバーするため経費の削減に努め

たものの営業利益は３千７百万円（前期比30.3％減）、経常利益９千８百

万円（前期比9.4％減）となり、特別利益にて投資有価証券売却益４千８百

万円などの計上がありましたが、当期純利益７千２百万円（前期比32.2％

減）となりました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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〔売上高の内訳〕 （単位：千円）

品 目
第61期（当期）

（26.3.21～27.3.20）
第60期（前期）

（25.3.21～26.3.20）
増　　減（率・％）

商

品

機 械 655,296 781,771 △126,475 （  △16.2）

工 具 1,436,588 1,426,578 10,010 （     0.7）

産 機 2,774,797 2,823,228 △48,431 （   △1.7）

伝 導 機 器 613,229 624,882 △11,653 （   △1.9）

そ の 他 540,237 525,979 14,258 （     2.7）

合 計 6,020,147 6,182,438 △162,291 （   △2.6）

②　設備投資の状況

　当事業年度に実施しました設備投資額は２千５百万円であります。その

主なものは、リース資産（パソコン・プリンター）のリースアップによる

更新１千６百万円と、一関営業所（岩手県一関市）事務所の改装工事５百

万円であります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

－ 3 －
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第58期

（23.3.21～24.3.20）
第59期

（24.3.21～25.3.20）
第60期

（25.3.21～26.3.20）
第61期(当期)

（26.3.21～27.3.20）

売 上 高 （千円） 5,933,354 5,861,279 6,182,438 6,020,147

当 期 純 利 益 （千円） 94,330 121,897 107,086 72,607

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

20円35銭 26円31銭 23円11銭 15円67銭

総 資 産 （千円） 3,981,759 4,135,666 4,313,613 4,416,552

純 資 産 （千円） 2,390,614 2,537,944 2,665,023 2,825,165

１ 株 当 た り
純 資 産 額

515円83銭 547円77銭 575円20銭 609円79銭

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出

しております。

２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出してお

ります。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

　東日本大震災からの復興の中にある、東北における生産財の供給商社とし

て、地域の産業開発と生活文化の向上のため、モノづくりを支える努力と挑

戦を続けてまいりました。

　当社としましては、こうした基本姿勢を今後も堅持しながら、いかなる環

境変化にも対応出来る筋肉質の企業体質を目指すべく、以下の対処すべき課

題に取組んでまいります。

①　企業価値の向上

②　利益重視の体質変換

③　差別化戦略の推進

④　商品戦略の推進

⑤　人材の育成

－ 4 －
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(5) 主要な事業内容（平成27年３月20日現在）

　当社は機械、工具及び産業機械・器具の仕入販売が主な事業であり、主要

取扱商品は次のとおりであります。

区 分 主 要 商 品

機 械
金属工作機械、鍛圧機械、自動プログラミング、製缶・鉄骨機械

関連

工 具
切削工具、作業工具、測定工具・機器、ツーリング工作用機器、

電動工具、空気工具、その他

産 機

原動機、油・空圧機器、コンプレッサー、省力化・合理化機器、

荷役・搬送機器、溶接機、管工機材、保管機器、環境改善機器、

ＭＥ機器、化学製品、建機、その他

伝 導 機 器 軸受、伝導機・伝導用品、変・減速機、その他

そ の 他 鋼材、ＯＡ機器、食品関連機器、家電品、季節商品、その他

(6) 主要な事業所（平成27年３月20日現在）

区 分 所 在 地

本 店 仙台市若林区卸町三丁目７番地の５

営 業 所

八 戸 営 業 所（青森県八戸市）

宮 古 営 業 所（岩手県宮古市）

北 上 営 業 所（岩手県北上市）

一 関 営 業 所（岩手県一関市）

古 川 営 業 所（宮城県大崎市）

石 巻 営 業 所（宮城県石巻市）

仙台大和営業所（仙台市若林区）

仙 南 営 業 所（宮城県岩沼市）

福 島 営 業 所（福島県福島市）

原 町 営 業 所（宮城県岩沼市）

白 河 営 業 所（福島県白河市）

横 浜 営 業 所（東京都大田区）

－ 5 －
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(7) 使用人の状況（平成27年３月20日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

83（６）名 －（－） 41.3歳 14.7年

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年３月20日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

２．株式の状況（平成27年３月20日現在）

(1) 発行可能株式総数 16,720,000株

(2) 発行済株式の総数 4,633,026株（自己株式46,974株を除く）

(3) 株主数 551名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

植 　 松 　 誠 一 郎 1,465千株 31.63％

㈱ ヤ ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン 444千株 9.58％

松 井 証 券 ㈱ 199千株 4.30％

㈱ 七 十 七 銀 行 140千株 3.02％

日 本 証 券 金 融 ㈱ 134千株 2.89％

㈱ 山 善 125千株 2.70％

有 　 岡 　 容 　 子 115千株 2.50％

小 田 嶋 　 正 　 男 112千株 2.42％

日 下 　 隆 71千株 1.54％

植 松 商 会 従 業 員 持 株 会 63千株 1.36％

（注）　持株比率は自己株式（46,974株）を控除して計算しております。

(5）その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 6 －
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３．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年３月20日現在）

会社における地位 氏 名
担 当 及 び 重 要 な
兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 植 　 松 　 誠 一 郎 株式会社ＲＤＶシステムズ社外取締役

常 務 取 締 役 椎 　 名 　 民 　 行
営 業 本 部 長
兼 工 作 機 械 販 売 部 長
兼 営 業 推 進 部 長

取 締 役 菅 　 野 　 省 　 一
技 術 部 長
兼 営 業 部 長

取 締 役 阿 部 　 智
管 理 部 長
兼 経 理 課 長

常 勤 監 査 役 神 　 郁 夫

監 査 役 中 　 野 　 節 　 夫

監 査 役 尾 　 町 　 雅 　 文
尾町雅文公認会計士事務所代表
カ メ イ 株 式 会 社 社 外 取 締 役

（注）１．監査役中野節夫氏及び監査役尾町雅文氏は、社外監査役であります。

２．常勤監査役神郁夫氏及び監査役尾町雅文氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役神郁夫氏は、当社の管理部に平成17年３月から平成26年６月まで在籍し、

通算９年にわたり決算手続並びに計算書類等の作成に従事しておりましたので、財

務・会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

・監査役尾町雅文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

３．当社は、監査役中野節夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

４．平成26年６月19日開催の第60回定時株主総会において、阿部智氏が取締役に、神郁夫

氏及び尾町雅文氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、同総会終

了後開催の監査役会において、神郁夫氏が常勤監査役に選定され就任いたしました。

５．取締役神郁夫氏及び常勤監査役齋藤仁氏、社外監査役勅使河原安夫氏は平成26年６月

19日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。

－ 7 －

会社役員の状況
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(2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ５名 65,718千円

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

５名
（３名）

13,939千円
（2,600千円）

合 計 １０名 79,657千円

（注）１．上記には、平成26年６月19日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名及び監査役２名（うち社外監査役１名）を含んでおります。

２．当事業年度におきましては社外取締役及び使用人兼務取締役はおりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成３年６月12日開催の第37回定時株主総会において年額

80,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成４年６月19日開催の第38回定時株主総会において年額

15,000千円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

　　・平成27年６月19日開催予定の第61回定時株主総会において付議いたします役員に対

する賞与支給予定額が、以下のとおり含まれております。

取締役　４名 12,000千円

監査役　１名 2,000千円

　　・当事業年度に係る以下の役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。

取締役　４名 5,600千円

監査役　３名 800千円 （うち社外監査役２名　 200千円）

６．上記のほか、平成26年６月19日開催の第60回定時株主総会に基づき、同総会終結の時

をもって退任した監査役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

　　・監査役２名　18,900千円（うち社外監査役１名　2,700千円）

(3) 社外役員等に関する事項

①　社外監査役　中野　節夫氏

イ．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

　　該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員の兼職状況

　　該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

　・取締役会及び監査役会への出席状況

招集された取締役会及び監査役会への出席率は100％であります。

－ 8 －
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・取締役会及び監査役会における発言状況

同氏は、他社における豊かな経営経験で培った高い識見から、取締役

会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

助言・提言を行っております。また、監査役会において、経営体制、

あるいは危機管理等に関し適宜、必要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。

②社外監査役　尾町　雅文氏

イ．他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況

尾町雅文公認会計士事務所代表であります。

ロ．他の法人等の社外役員の兼職状況

カメイ株式会社社外取締役であります。

当社と兼務先との間には特別の関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

招集された取締役会及び監査役会への出席率は100％であります。

・取締役会及び監査役会における発言状況

同氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を踏まえた見地から、

取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

ための助言・提言を行っております。また、監査役会において、その

有する財務・会計に対する相当程度の知見から適宜、必要な発言を行

っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。

－ 9 －

会社役員の状況
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③社外取締役を置くことが相当でない理由

　当社は、当事業年度の末日において社外取締役を置いておりません。

　子会社を持っていない当社は、取締役の員数４名からなる取締役会にお

いては、社外監査役２名を含む監査役３名からの意見は適確であり、社外

取締役に劣らない監視機能を果たしている現状にあり、迅速な意思決定と

透明性の高い経営を実践してきております。

　当社事業規模において社外取締役を導入するとなれば、監督機能のみに

留まらず当社にとって有益な活動が期待できる人材でないかぎり、コスト

負担のみで持続的な企業価値の向上には繋がらないと考えております。

　こうした観点から、当社の事業内容への理解に加え、当社が属する業界

に関する知見豊かな方で、業務執行者を適切に監督する能力を持つ社外取

締役の候補者を此れまで探してまいりましたが、兼業の困難性や独立性等

との兼ね合いから、現時点では適任者の選定には至っておりません。

　おざなりに、当社が社外取締役に求める資質・専門性等を満たさない人

材を選任することはマイナスとなるものであり、当社といたしましては、

多少の時間を掛けても、引き続き当社の社外取締役として相応しい人材の

確保に努めたいと考えます。

－ 10 －

会社役員の状況



2015/05/22 13:06:31 / 14065108_株式会社植松商会_招集通知

４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利

益の合計額
15,000千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を

記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、

取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人との間で会社法第427条第１項に定める契約の締結は行

っておりません。

－ 11 －

会計監査人の状況
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５．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

① 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たす

ための、コンプライアンス・ポリシー（社員憲章での基本素養）を明確

にして、全役職員に周知徹底させる。

② コンプライアンスの統括組織は社長を議長とする経営会議の場とし、管

理部取締役をコンプライアンス担当役員に任命し、管理部がコンプライ

アンス体制の構築・整備ほかその運営にあたる。

③ 役職員に対しては、コンプライアンスに関する研修等を通じ指導し、社

内の法令遵守意識の醸成をはかる。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　経営会議議事録や稟議決裁書、役員会等における重要な意思決定及び報

告に関しては、法令・社内規程に基づき、適正に文書の保存及び管理を行

う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 事業展開上考えられるリスクの予防については、毎月実施される経営会

議での普遍テーマとして取組み、同会議が統括する。

② リスクの管理については、社内規程で定めるとともに、関係部門にて必

要に応じた研修等を通じ会社全体として対応する。

③ 与信の対象・与信限度額などについての社内規程、稟議規程の遵守を徹

底し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の見直しを行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役の業務執行状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週１

回の役員会を継続実施する体制を維持する。

－ 12 －

業務の適正を確保するための体制
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② 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定に際しては、役員

会を機能的に取締役会に置き換えるほか、必要に応じた臨時開催を行い、

経営の意思決定を迅速にする。

(5) 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

　現在、当社において該当事項はないが、子会社設立等の際は当該体制の

決議を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　現在、監査役の職務を補佐すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の業務補助のための使用人を置けるものとする。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　当該使用人の人事については、取締役と監査役が意見交換のうえ、決定

するものとし、原則、監査役会の同意を得るものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

① 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事項が発生又は発生す

る恐れがあることを発見した時、役職員による違法又は不正な行為を発

見した時、直ちに監査役に報告するものとする。

② 常勤監査役は、取締役会及び経営会議等における重要な意思決定の過程

や業務の執行状況を把握するため、都度出席するものとする。

③ 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けると

ともに、情報交換を行うなど連携をはかっていくものとする。

－ 13 －

業務の適正を確保するための体制
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(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 役職員の監査役監査に対する社内理解を深め、監査役監査の環境を整備

するように努める。

② 代表取締役との意見交換を随時行うとともに、社内及び内部監査室との

連携をはかり、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行をはかる。

(10) 反社会的勢力排除のための基本的な考え方及びその整備状況

① 当社は、社会的な秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体

とは一切の関係を遮断し、不当要求には毅然とした姿勢で対応する。

② 反社会的勢力から不当要求を受けた場合の社内対応部署は管理部とす

るほか、各部門長を責任者として、警察や（財）暴力団追放センター等

の外部専門機関と緊密に連携のうえ、組織的に対応する。

６．会社の支配に関する基本方針

　現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、当社としては、重要

な事項として認識しており、株主共同の利益を守る立場から社会情勢等の変化

を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

－ 14 －
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貸　借　対　照　表
（平成27年３月20日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

前 払 費 用

未 収 収 益

従業員短期貸付金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

その他の流動資産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

従業員長期貸付金

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

前 払 年 金 費 用

投 資 不 動 産

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

2,659,969

503,019

330,157

174,318

1,444,347

10,186

153,229

11,140

521

9,054

14,488

9,162

792

△450

1,756,582

322,834

124,582

4,018

2,774

162,581

925

27,952

13,375

4,323

55

8,997

1,420,371

1,288,154

18,808

8,940

38,277

4,021

12,177

28,520

30,740

△9,267

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 1,403,324

支 払 手 形 662,200

買 掛 金 576,523

リ ー ス 債 務 12,412

未 払 金 54,112

未 払 費 用 7,959

未 払 法 人 税 等 29,858

未 払 消 費 税 等 29,011

預 り 金 10

前 受 収 益 437

賞 与 引 当 金 16,800

役 員 賞 与 引 当 金 14,000

固 定 負 債 188,061

役員退職慰労引当金 49,300

リ ー ス 債 務 27,718

繰 延 税 金 負 債 110,179

預 り 保 証 金 864

負 債 合 計 1,591,386

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,611,434

資 本 金 1,017,550

資 本 剰 余 金 1,174,661

資 本 準 備 金 587,550

その他資本剰余金 587,111

資本準備金減少差益 587,000

自己株式処分差益 111

利 益 剰 余 金 426,635

利 益 準 備 金 42,664

その他利益剰余金 383,971

固定資産圧縮積立金 24,104

別 途 積 立 金 202,000

繰越利益剰余金 157,866

自 己 株 式 △7,412

評価・換算差額等 213,730

その他有価証券評価差額金 213,730

純 資 産 合 計 2,825,165

資 産 合 計 4,416,552 負 債 純 資 産 合 計 4,416,552

－ 15 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

（平成26年３月21日から
平成27年３月20日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,020,147

売 上 原 価 5,219,115

売 上 総 利 益 801,031

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 763,346

営 業 利 益 37,685

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,208

有 価 証 券 利 息 9,976

仕 入 割 引 39,171

不 動 産 賃 貸 収 入 3,764

雑 収 入 4,360 67,481

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,792

支 払 手 数 料 2,270

売 上 割 引 107

不 動 産 賃 貸 費 用 538

為 替 差 損 2,365 7,074

経 常 利 益 98,091

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 495

投 資 有 価 証 券 売 却 益 48,127

受 取 損 害 賠 償 金 1,747 50,370

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 16

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,046 1,062

税 引 前 当 期 純 利 益 147,399

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 52,414

法 人 税 等 調 整 額 22,376 74,791

当 期 純 利 益 72,607

－ 16 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

（平成26年３月21日から
平成27年３月20日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金

その他資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

資本準備金
減 少 差 益

自己株式
処分差益

固定資産
圧縮積立金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成26年３月21日　残高 1,017,550 587,550 587,000 111 42,664 26,210 152,000 156,318

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取 崩

△2,106 2,106

別 途 積 立 金 の 積 立 50,000 △50,000

剰余金の配当 △23,166

当 期 純 利 益 72,607

自己株式の買取

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － △2,106 50,000 1,548

平成27年３月20日　残高 1,017,550 587,550 587,000 111 42,664 24,104 202,000 157,866

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

その他有価
証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成26年３月21日　残高 △7,356 2,562,049 102,974 102,974 2,665,023

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の
取 崩

－ －

別 途 積 立 金 の 積 立 － －

剰余金の配当 △23,166 △23,166

当 期 純 利 益 72,607 72,607

自己株式の買取 △56 △56 △56

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

110,755 110,755 110,755

事業年度中の変動額合計 △56 49,385 110,755 110,755 160,141

平成27年３月20日　残高 △7,412 2,611,434 213,730 213,730 2,825,165

－ 17 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）を採用しております。

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）　定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　10年～50年

　　器具及び備品　　５年～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

・その他の無形固定資産　　　　　定額法によっております。

③　リース資産

・所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法によっております。

・所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

④　投資不動産　　　　　　　　　　定率法によっております。

－ 18 －
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見

込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しており

ます。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、当事業年度末においては年金資産が退職給付債

務を上回ったため、12,177千円を前払年金費用として

投資その他の資産の区分に計上しております。

退職給付引当金の残高はありません。

⑤　役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

－ 19 －
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 270,304千円

(2) 投資不動産の減価償却累計額 52,624千円

(3) 差入保証金の代用として供している資産

定期預金

(4) 受取手形裏書譲渡高

16,000千円

177,815千円

３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 4,680,000株 －株 －株 4,680,000株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 46,774株 200株 －株 46,974株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、単元未満株式の買取請求による増加であり

ます。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

　平成26年６月19日開催の第60回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 23,166千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たりの配当額 ５円00銭

・基準日 平成26年３月20日

・効力発生日 平成26年６月20日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

　平成27年６月19日開催の第61回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 34,747千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たりの配当額 ７円50銭

・基準日 平成27年３月20日

・効力発生日 平成27年６月22日

－ 20 －
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４．退職給付に関する注記

（1）採用している退職給付制度の概要

　　当社は、退職一時金制度と確定給付企業年金制度を採用しております。

（2）簡便法を適用した確定給付制度

①簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 13,756千円

退職給付費用 1,369千円

退職給付の支払額 △8,874千円

制度への拠出 △18,428千円

退職給付引当金（△は前払年金費用）の期末残高 △12,177千円

②退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

積立型制度の退職給付債務 126,150千円

年金資産 △138,327千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △12,177千円

退職給付引当金（△は前払年金費用） △12,177千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △12,177千円

③退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 1,369千円

④年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 31.7％

株式 64.0

その他 4.3

合　計 100.0

－ 21 －
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５．税効果会計に関する注記

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 5,980千円

未払社会保険料 793千円

未払事業税 679千円

投資有価証券評価損 15,498千円

役員退職慰労引当金 17,452千円

減損損失 13,294千円

貸倒引当金 2,391千円

その他 6,177千円

繰延税金資産小計 62,267千円

評価性引当額 △52,591千円

繰延税金資産合計 9,676千円

繰延税金負債

前払年金費用 △4,310千円

有価証券評価差額 △93,158千円

固定資産圧縮積立金 △13,225千円

繰延税金負債合計 △110,693千円

繰延税金資産（負債）の純額 △101,017千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 38.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.0％

住民税等均等割額 5.1％

評価性引当額の減少 1.1％

過年度法人税等 1.5％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.7％

－ 22 －
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（3）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布

され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとな

りました。これに伴い、平成27年３月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異

等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.0％

から35.6％となります。なお、この変更による影響は軽微であります。

（4）決算日後の法人税等の税率の変更

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）「地方税法等の一部を改正

する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後

に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6％から、平成28年

３月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1％に、平成29年

３月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3％となり

ます。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債（繰延税

金資産との純額）は9,597千円減少、その他有価証券評価差額金は8,176千円増加、法人税等

調整額が1,420千円減少します。

６．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産で運用し、運転資金

は全て自己資金により充当しており、必要な資金がある場合は設備投資計画に照らして自己

資金もしくはリースで賄っております。

　受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程などに

従い、得意先の信用状況を継続的に把握する等、不良債権の発生リスク低減をはかっており

ます。

　有価証券及び投資有価証券は、主に債券、投資信託及び取引先企業との業務に関連する株

式であり、市場価格の変動リスクが存在しておりますが、定期的に時価の把握を行いリスク

の低減に努めております。

　支払手形及び買掛金は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であり、適時資金繰計画の

作成・更新を行い、流動性リスクを管理しております。

－ 23 －
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（2）金融商品の時価等に関する事項

　平成27年３月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

貸借対照表計上額 （※） 時価（※） 差額

①現金及び預金 503,019千円 503,019千円 －千円

②受取手形 330,157 330,157 －

③電子記録債権 174,318 174,318 －

④売掛金 1,444,347 1,444,347 －

⑤有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 110,063 110,140 76

その他有価証券 1,174,623 1,174,623 －

⑥支払手形 (662,200) (662,200) －

⑦買掛金 (576,523) (576,523) －

※　負債に計上されているものについては、（　）で表示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

②受取手形、③電子記録債権、④売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

⑤有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式、投資信託等は取引所の価格又は基準価格によってお

り、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっておりま

す。

⑥支払手形、⑦買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額13,653千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認め

られるため、「⑤有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

（1）１株当たり純資産額 609円79銭

（2）１株当たり当期純利益 15円67銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 24 －
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年５月８日

株式会社　植　松　商　会
取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 村 大 輔 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 村 　 剛 
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社植松商会の平成26
年３月21日から平成27年３月20日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上

－ 25 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成26年３月21日から平成27年３月20日までの第61期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の結果、監査役
全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、当期の監査の方針、監査計画書等に従い、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画書等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ
の附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成27年５月15日
株式会社　植松商会　監査役会

常勤監査役 神　　　郁　夫 

社外監査役 中　野　節　夫 

社外監査役 尾　町　雅　文 

以　上

－ 26 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は株主の皆様への利益還元の維持・向上を念頭に、安定配当に努めるこ

とを基本とし、更に長期的な視野に立って安定的な経営基盤を確保するための

内部留保を勘案して方針を決定しております。

　第61期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開

等を勘案いたしました結果、以下のとおりといたしたいと存じます。

　また、当社は平成27年５月をもって創業65周年を迎えることができました。

　株主の皆様の温かいご支援に感謝の意を表するため、記念配当を実施させて

いただきたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき７円50銭（普通配当５円、記念配当２円50銭）

といたしたいと存じます。

なお、この場合配当総額は、34,747,695円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月22日といたしたいと存じます。

－ 27 －

第１号議案剰余金処分の件
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第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
うえ

植 　
まつ

松
 

　
せい

誠
いち

一
ろう

郎
（昭和35年５月６日生）

昭和58年４月　株式会社山善入社

昭和63年４月　当社入社

平成２年６月　取締役経営企画室長代理

平成３年４月　取締役経営企画室長

平成４年４月　取締役開発部長

平成６年４月　取締役環境部長

平成９年６月　常務取締役環境部長

平成10年６月　代表取締役副社長

兼環境部長

平成11年４月　代表取締役副社長

兼営業本部長

平成12年４月　代表取締役副社長

兼営業本部長兼営業第二

部長

平成13年４月　代表取締役副社長

兼営業本部長兼営業第二

部長兼環境部長

平成14年４月　代表取締役副社長

兼営業本部長兼営業第一

部長兼環境部長

平成15年４月　代表取締役副社長

兼営業本部長

平成19年４月　代表取締役副社長

平成19年６月　代表取締役社長

　　　　　　　（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

　株式会社ＲＤＶシステムズ社外取締役

1,465,600株

－ 28 －

第２号議案取締役４名選任の件
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候 補 者
番 号

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式

２
しい

椎 　
な

名 　
たみ

民 　
ゆき

行
（昭和22年11月27日生）

昭和46年４月　当社入社

平成13年６月　取締役古川営業所長

平成15年４月　取締役営業部副部長

兼古川営業所長

平成16年４月　取締役営業部副部長

兼中ブロック長

兼古川営業所長

平成17年４月　取締役営業部長

兼中ブロック長

平成17年６月　常務取締役営業部長

兼中ブロック長

平成19年４月　常務取締役営業本部長

兼工作機械販売部長

平成21年４月　常務取締役営業本部長

兼工作機械販売部長

兼営業部長

平成22年４月　常務取締役営業本部長

兼工作機械販売部長

兼営業推進部長

　　　　　　　（現在に至る）

15,000株

－ 29 －

第２号議案取締役４名選任の件
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候 補 者
番 号

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３
かん

菅 　
の

野 　
しょう

省 　
いち

一
（昭和30年１月27日生）

昭和52年４月　当社入社

平成７年４月　北上営業所長

平成19年４月　執行役員技術部長

兼加工技術課長

平成20年４月　執行役員技術部長

兼営業技術課長

平成21年６月　取締役技術部長

平成22年４月　取締役技術部長

兼営業部長

　　　　　　　（現在に至る）

8,000株

４
あ

阿 　
べ

部 　 　 　
さとる

智
（昭和35年２月17日生）

昭和54年７月　当社入社

平成16年４月　管理部経理課長

平成25年４月　管理部副部長兼経理課長

平成26年６月　取締役管理部長

兼経理課長

　　　　　　　（現在に至る）

－　株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．社外取締役を置くことが相当でない理由

　事業報告へ記載のとおり、前事業年度の末日において社外取締役に

相応しい人材の確保に至っておらず、本事業年度に入ってからも継続

して候補者を探している状況にありますが、本総会における社外取締

役の選任議案の上程には至っておりません。

　当社としては、多少の時間を掛けても、然るべき適任者を見つける

方が賢明であり、当社の企業価値向上にも資するものと考えておりま

す。

　経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性を認識した

上で、引き続き当社の社外取締役として相応しい適切な人材の確保に

努めてまいりますが、同時に、新たに機関設計された“監査等委員会

設置会社”への移行も選択肢のひとつと考え、併せて検討してまいる

所存であります。

－ 30 －

第２号議案取締役４名選任の件
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役中野節夫氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つき

ましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

なか

中
の

野
せつ

節
お

夫
（昭和16年９月19日生）

昭和40年４月　三菱重工業株式会社入社

平成７年６月　三菱自動車テクノメタル株式会社

（現　テクノメタル株式会社）

常勤監査役

平成８年６月　同社取締役北本工場長

平成10年10月　同社取締役生産管理部長

平成15年６月　当社監査役

　　　　　　　（現在に至る）

－　株

（注）１．中野節夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．中野節夫氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員

として届け出ております。

３．中野節夫氏を社外監査役候補者とした理由は、他社における経営経験

豊かで、財務を含め各分野において高い職見を有しておられることか

ら、その経験を当社の監査体制強化に活かして戴きたいためでありま

す。

４．中野節夫氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役として

の在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。

５．中野節夫氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定でありま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限

度といたします。

－ 31 －

第３号議案監査役１名選任の件
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第４号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役４名及び社外監査役を除く監査役１名に対し、当事

業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額 14,000千円（取締役分12,000千円、

監査役分2,000千円）を支給することといたしたく存じます。

以　上

－ 32 －

第４号議案役員賞与支給の件
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メ　　モ

－ 33 －

メモ
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メ　　モ

－ 34 －

メモ
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定時株主総会会場のご案内

会　場　仙台市青葉区中央四丁目６番１号

電話(022)268－1111

仙台国際ホテル　４階広瀬の間

ＪＲ仙台駅より徒歩５分

地下鉄仙台駅南２出口より徒歩４分

仙台市役所 勾
当
台
公
園
駅

東
二
番
丁
通
り

勾当台公園

宮城県庁

定禅寺通り

141ビル
三越

一
番
町
通
り

晩
翠
通
り

東北自動車道

仙台宮城ICより 広瀬通り

大町

中央通り

青葉通り
あおば通駅

仙石線

広瀬通駅

仙
台
駅

地
下
鉄
線

五
橋
駅

電力ビル

藤崎

南町通り

東北大学
仙台中央郵便局

ダイエー

七十七銀行
本店

ヤマダ
電機
E-Beans

SS30

さくら野

ロフト

仙台逓信病院

河北新報社

仙台国際

ホテル

J
R
仙
台
駅

至
盛
岡

至
東
京

Ｎ

※　駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い
申しあげます。

地図




